
令和 3年 ９月 13日   

  保護者の皆様 

平塚養護学校長  

 

緊急事態宣言の延長にあたって（お知らせ） 

 

 

初秋の候、皆様におかれましては、本校の教育活動へのご協力を賜り深く感謝いたします。 

さて、報道等でもご承知の通り、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、緊急事態宣言が９月

30日まで延長になりました。そして、県教育委員会からの通知により、これまでの緊急事態宣言下で

の、感染拡大防止対策についても引き続き取り組むことになりました。 

このため、９月１日に配付しました「今後の教育活動等について」でお知らせした中での緊急

事態宣言下での扱い（公共交通機関利用生徒の時差登校や校外活動の制限など）を、30日まで

延長します。 

10月以降の教育活動の扱いにつきましても、宣言の延長の有無や県教育委員会の通知等をも

とに改めてご連絡させていただきます。 

今後もこれまで同様、感染防止対策を徹底しつつ、その中での教育効果の向上を工夫しながら、教

育活動に取り組んでいきます。感染拡大防止のため保護者の皆様のご理解を引き続きお願いいたし

ます。  

 

 

 

 

  濃厚接触者やＰＣＲ検査受検の指示を受けた際の連絡について  

 

◆お子さん本人やご家族等身近な方が濃厚接触者となるなど PCR検査等を受けることになった

時点で必ず学校への連絡をお願いします。（休日や夜間でもご一報ください） 

 

      ＜職員室直通連絡＞      ０４６３－５８－２４９６     

      ＜緊急連絡用学校携帯＞   ０８０－３７２５－７６３０ ※休日・夜間 

 

＊留守番電話設定の場合があります。即時に受け取れない場合は折り返し連絡します。   

 

 

 

                                               問合せ先 

                                     副校長   二 見 

                                     電話 0463-58-2496 


